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パブリックコメント手続の実施について 

 

１ 実施概要  

（１）公表する資料 

   南相馬市幼稚園条例の一部改正（素案）について（概要） 

    

（２）意見の提出方法 

  ① 意見提出の書式は自由、住所、氏名、電話番号を明記 

  ② 提出方法は持参、郵送、ＦＡＸ及び電子メール 
 

（３）意見の提出期限・公表期間 

令和５年７月１日（土）から７月２０日（木）まで 
 

（４）公表場所 

こども育成課、市役所市民課、各区役所、各生涯学習センター、 

各市立幼稚園・保育園・認定こども園、市民情報交流センター、 

市ホームページ 
 

（５）提出・問合せ先 

〒９７５－８６８６ 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

こども未来部こども育成課 

℡２４-５２４２ Fax２４-５３１４ 

電子メール kodomoikusei@city.minamisoma.lg.jp 

 

２ 今後のスケジュールについて  

   

日  付 項  目 

７月１日（土） 

～７月２０日（木） 
パブリックコメント手続 

８月 
各区地域協議会、子ども・子育て審議会 

庁内会議 

９月 ９月定例議会（幼稚園条例改正） 

令和６年４月 施設廃止 
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南相馬市幼稚園条例の一部改正（素案）について（概要） 

 

 

１ 趣旨 

  現在休園している八沢幼稚園を廃止するもの。 

 

２ 改正理由 

  八沢幼稚園は園児数の減少に伴い、令和４年度以降、休園としております。 

  また、現在、教育委員会では、震災や原発事故、少子化の影響により児童数

の減少が見込まれる中、将来にわたり安定的な教育環境を提供するため、保護

者や地域の方と協議しながら鹿島小学校と八沢小学校の再編を進めておりま

す。 

  八沢幼稚園は、園児数の減少により子どもの成長に必要な一定の集団を確

保することが困難であることから、今般、小学校の再編にあわせて、南相馬市

幼稚園条例の一部を改正し、八沢幼稚園を廃止するものです。 

 

 

 参考：八沢地区の０歳から５歳の人数          （R5.4.1現在） 

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

人数 
２ １ ８ ５ １ ４ ２１ 

（0:0） （0:1） （0:5） （2:3） （1:0） （2:2） （5:11） 

※人数の上段は住基本人口、下段の（ ）内の数値は（幼稚園利用児数：保育園利用児数） 

 

３ 八沢幼稚園の概要 

所在地 南相馬市鹿島区南屋形字北原３２番地 

竣工年度 １９８１年 

敷地面積 ２，９９１㎡（園舎面積：４０３㎡） 

耐用年数 ３４年 

経過年数 ４２年 

 

 

４ 八沢幼稚園園児数の推移 

 H29 H30 H31 R2 R3 

園児数 31人 23人 22人 17人 9人 

         ※４月１日時点の園児数 
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５ 条例の改正 

（１）南相馬市幼稚園条例の別表を次のように改正する。 

改正後 改正前 

名 称 位 置 

南相馬市立鹿島幼

稚園 

南相馬市鹿島区鹿島

字北千倉２４番地２ 

【略】 【略】 
 

名 称 位 置 

南相馬市立鹿島幼

稚園 

南相馬市鹿島区鹿島

字北千倉２４番地２ 

南相馬市立八沢幼

稚園 

南相馬市鹿島区南屋

形字北原３２番地 

【略】 【略】 
 

  

６ 関係例規等の整備 

 （１）南相馬市幼稚園条例の一部改正（別紙「新旧対照表」参照） 

     

７ 施行期日  

  令和６年４月１日 

 

８ 施設の利活用 

  今後、同一敷地内にある学校と調整を図り、利活用を検討する。 

 

９ 今後の日程 

令和５年 ５月  子ども子育て審議会、教育委員会協議会 

６月  臨時企画調整会議・臨時庁議、各区地域協議会 

７月  パブリックコメント 

８月  各区地域協議会（諮問）、子ども子育て審議会 

８月  企画調整会議・庁議、教育委員会定例会 

       ９月  ９月市議会定例会 
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南相馬市条例第 号 

  

南相馬市幼稚園条例の一部を改正する条例 

南相馬市幼稚園条例（平成１８年南相馬市条例第１８６号）の一部を次のように改正す

る。 

⑴ 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」とい

う。） を、改正後の欄の改正部分に改める。 

⑵ 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分を加 

 える。 

⑶ 次の表中、改正前の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正前の欄の改正部分を削 

 る。 

 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

南相馬市立

鹿島幼稚園 

南相馬市鹿島区鹿島字北千倉24

番地2 

南相馬市立

上真野幼稚

園 

南相馬市鹿島区山下字中ノ内273

番地1 

南相馬市立

高平幼稚園 

南相馬市原町区下北高平字古舘2

78番地 

南相馬市立

大甕幼稚園 

南相馬市原町区大甕字十日 26

番地 

南相馬市立

太田幼稚園 

南相馬市原町区益田字塩釜61番

地 

南相馬市立

石神第一幼

稚園 

南相馬市原町区北長野字北原田2

88番地 

南相馬市立

石神第二幼

稚園 

南相馬市原町区大木戸字西原1番

地 

 

名称 位置 

南相馬市立

鹿島幼稚園 

南相馬市鹿島区鹿島字北千倉24

番地2 

南相馬市立

八沢幼稚園 

南相馬市鹿島区南屋形字北原32

番地 

南相馬市立

上真野幼稚

園 

南相馬市鹿島区山下字中ノ内273

番地1 

南相馬市立

高平幼稚園 

南相馬市原町区下北高平字古舘2

78番地 

南相馬市立

大甕幼稚園 

南相馬市原町区大甕字十日 26

番地 

南相馬市立

太田幼稚園 

南相馬市原町区益田字塩釜61番

地 

南相馬市立

石神第一幼

稚園 

南相馬市原町区北長野字北原田2

88番地 

南相馬市立

石神第二幼

稚園 

南相馬市原町区大木戸字西原1番

地 

 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


